
新

旧

対

照

条

文

◎
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
る
療
養
の
給
付
等
の
取
扱
い
及
び
担
当
に
関
す
る
基
準
（
昭
和
五
十
八
年
厚
生
省
告
示
第
十
四
号
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
領
収
証
等
の
交
付
）

（
領
収
証
等
の
交
付
）

第
五
条
の
二

（
略
）

第
五
条
の
二

（
略
）

２

厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
保
険
医
療
機
関
は
、
前
項
に
規
定
す
る
領
収
証
を
交
２

厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
保
険
医
療
機
関
は
、
前
項
の
場
合
に
お
い
て
患
者
か

付
す
る
と
き
は
、
正
当
な
理
由
が
な
い
限
り
、
当
該
費
用
の
計
算
の
基
礎
と
な
つ

ら
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、
当
該
費
用
の
計
算
の
基
礎
と
な
つ
た
項
目
ご
と
に
記
載

た
項
目
ご
と
に
記
載
し
た
明
細
書
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
領

し
た
明
細
書
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

収
証
を
交
付
す
る
に
当
た
り
明
細
書
を
常
に
交
付
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
こ
と

に
つ
い
て
正
当
な
理
由
が
あ
る
場
合
は
、
患
者
か
ら
求
め
ら
れ
た
と
き
に
交
付
す

る
こ
と
で
足
り
る
も
の
と
す
る
。

３

前
項
に
規
定
す
る
明
細
書
の
交
付
は
、
正
当
な
理
由
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
無

償
で
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
診
療
の
具
体
的
方
針
）

（
診
療
の
具
体
的
方
針
）

第
二
十
条

医
師
で
あ
る
保
険
医
の
診
療
の
具
体
的
方
針
は
、
第
十
二
条
か
ら
前
条
第
二
十
条

医
師
で
あ
る
保
険
医
の
診
療
の
具
体
的
方
針
は
、
第
十
二
条
か
ら
前
条

ま
で
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

ま
で
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

投
薬

三

投
薬

イ
〜
ハ

（
略
）

イ
〜
ハ

（
略
）

ニ

投
薬
を
行
う
に
当
た
つ
て
は
、
薬
事
法
第
十
四
条
の
四
第
一
項
各
号
に
掲

ニ

投
薬
を
行
う
に
当
た
つ
て
は
、
薬
事
法
第
十
四
条
の
四
第
一
項
各
号
に
掲



げ
る
医
薬
品
（
以
下
「
新
医
薬
品
等
」
と
い
う
。
）
と
そ
の
有
効
成
分
、
分

げ
る
医
薬
品
（
以
下
「
新
医
薬
品
等
」
と
い
う
。
）
と
そ
の
有
効
成
分
、
分

量
、
用
法
、
用
量
、
効
能
及
び
効
果
が
同
一
性
を
有
す
る
医
薬
品
と
し
て
、

量
、
用
法
、
用
量
、
効
能
及
び
効
果
が
同
一
性
を
有
す
る
医
薬
品
と
し
て
、

同
法
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
製
造
販
売
の
承
認
（
以
下
「
承
認
」
と
い
う

同
法
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
製
造
販
売
の
承
認
（
以
下
「
承
認
」
と
い
う

。
）
が
な
さ
れ
た
も
の
（
た
だ
し
、
同
法
第
十
四
条
の
四
第
一
項
第
二
号
に

。
）
が
な
さ
れ
た
も
の
（
た
だ
し
、
同
法
第
十
四
条
の
四
第
一
項
第
二
号
に

掲
げ
る
医
薬
品
並
び
に
新
医
薬
品
等
に
係
る
承
認
を
受
け
て
い
る
者
が
、
当

掲
げ
る
医
薬
品
並
び
に
新
医
薬
品
等
に
係
る
承
認
を
受
け
て
い
る
者
が
、
当

該
承
認
に
係
る
医
薬
品
と
有
効
成
分
、
分
量
、
用
法
、
用
量
、
効
能
及
び
効

該
承
認
に
係
る
医
薬
品
と
有
効
成
分
、
分
量
、
用
法
、
用
量
、
効
能
及
び
効

果
が
同
一
で
あ
つ
て
そ
の
形
状
、
有
効
成
分
の
含
量
又
は
有
効
成
分
以
外
の

果
が
同
一
で
あ
つ
て
そ
の
形
状
、
有
効
成
分
の
含
量
又
は
有
効
成
分
以
外
の

成
分
若
し
く
は
そ
の
含
量
が
異
な
る
医
薬
品
に
係
る
承
認
を
受
け
て
い
る
場

成
分
若
し
く
は
そ
の
含
量
が
異
な
る
医
薬
品
に
係
る
承
認
を
受
け
て
い
る
場

合
に
お
け
る
当
該
医
薬
品
を
除
く
。
）
（
以
下
「
後
発
医
薬
品
」
と
い
う
。

合
に
お
け
る
当
該
医
薬
品
を
除
く
。
）
（
以
下
「
後
発
医
薬
品
」
と
い
う
。

）
の
使
用
を
考
慮
す
る
と
と
も
に
、
患
者
に
後
発
医
薬
品
を
選
択
す
る
機
会

）
の
使
用
を
考
慮
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

を
提
供
す
る
こ
と
等
患
者
が
後
発
医
薬
品
を
選
択
し
や
す
く
す
る
た
め
の
対

応
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ホ
〜
ト

（
略
）

ホ
〜
ト

（
略
）

四
〜
八

（
略
）

四
〜
八

（
略
）

（
歯
科
診
療
の
具
体
的
方
針
）

（
歯
科
診
療
の
具
体
的
方
針
）

第
二
十
一
条

歯
科
医
師
で
あ
る
保
険
医
の
診
療
の
具
体
的
方
針
は
、
第
十
二
条
か
第
二
十
一
条

歯
科
医
師
で
あ
る
保
険
医
の
診
療
の
具
体
的
方
針
は
、
第
十
二
条
か

ら
第
十
九
条
の
三
ま
で
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の

ら
第
十
九
条
の
三
ま
で
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の

と
す
る
。

と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

投
薬

三

投
薬

イ
〜
ハ

（
略
）

イ
〜
ハ

（
略
）

ニ

投
薬
を
行
う
に
当
た
つ
て
は
、
後
発
医
薬
品
の
使
用
を
考
慮
す
る
と
と
も

ニ

投
薬
を
行
う
に
当
た
つ
て
は
、
後
発
医
薬
品
の
使
用
を
考
慮
す
る
よ
う
努

に
、
患
者
に
後
発
医
薬
品
を
選
択
す
る
機
会
を
提
供
す
る
こ
と
等
患
者
が
後

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

発
医
薬
品
を
選
択
し
や
す
く
す
る
た
め
の
対
応
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。



ホ
・
ヘ

（
略
）

ホ
・
ヘ

（
略
）

四
・
九

（
略
）

四
・
九

（
略
）

（
領
収
証
の
交
付
）

（
領
収
証
の
交
付
）

第
二
十
六
条
の
五

（
略
）

第
二
十
六
条
の
五

（
略
）

２

厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
保
険
薬
局
は
、
前
項
に
規
定
す
る
領
収
証
を
交
付
す

る
と
き
は
、
正
当
な
理
由
が
な
い
限
り
、
当
該
費
用
の
計
算
の
基
礎
と
な
つ
た
項

目
ご
と
に
記
載
し
た
明
細
書
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
領
収
証

を
交
付
す
る
に
当
た
り
明
細
書
を
常
に
交
付
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
こ
と
に
つ

い
て
正
当
な
理
由
が
あ
る
場
合
は
、
患
者
か
ら
求
め
ら
れ
た
と
き
に
交
付
す
る
こ

と
で
足
り
る
も
の
と
す
る
。

３

前
項
に
規
定
す
る
明
細
書
の
交
付
は
、
正
当
な
理
由
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
無

償
で
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


